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島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興基基本本計計画画（（令令和和22年年度度～～66年年度度））のの概概要要

県県内内のの中中小小企企業業はは、全企業数の99.9％、従業員数の92.5％（平成28年経済センサス）を占め、県県内内のの経経済済とと雇雇用用
のの中中心心的的なな担担いい手手であるとともに、地地域域社社会会をを支支ええ、、県県民民生生活活のの向向上上にに貢貢献献ししてていいるる重重要要なな存存在在

平成27年12月に制定された島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興条条例例に基づき、中小企業・小規模企業に関する施
策の総総合合的的かかつつ計計画画的的なな推推進進をを図図るるたためめ本本計計画画をを策策定定

県では、中小企業・小規模企業を取り巻く環境を踏まえ、次の４４つつのの支支援援のの方方向向性性のもと、企業の自律的な経営の
確立と持続・成長・発展に向けた支援を展開

１１．．島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興基基本本計計画画ののイイメメーージジ図図

近年の中小企業・小規模企業を取り巻く環境は年々目まぐるしく変化するため、当計画では短短期期（（11～～22年年程程

度度））でで、、以以下下ののよよううなな支支援援ののポポイインントトをを追追加加設設定定し、その時々に合った中中小小企企業業のの課課題題にに柔柔軟軟にに対対応応

なお、「『物流2024問題』を見据えた対応」を令和6年度に追加

２２．．特特にに力力をを入入れれるる支支援援ののポポイインントト（（令令和和22年年度度～～））

各施策は、条条例例第第1111条条に掲げら

れた1133のの基基本本方方針針にに整整合合

☆支援する上での配慮事項

・小小規規模模企企業業への対応 ・中中山山間間地地域域・・離離島島地地域域への対応

・官官公公需需の対応

現状と課題 ４つの支援の方向性 支援の方向性ごとの支援施策
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①産業の成長につながる

企業の競争力強化

と生産性向上

②多様な人材の確保･

育成と定着の推進

③地域の持続的な

発展を支える創業･

事業承継の推進

④地域の強みを活かした

経済の活性化

経営革新 新分野進出設備投資

資金調達 事業継続

研究・開発 技術革新

知的財産 産学官連携

県外展開 県内取引 海外展開

多様な就業の支援

雇用環境整備産業人材の育成

事業承継支援 創業支援

産業集積強化

地域資源活用

観光地域づくり

商業・サービス業支援 企業立地推進

個々の企業支援

面的な産業支援

外国人誘客

経営基盤強化

技術力や研究・開発力の向上

新市場の開拓や販路拡大の推進

原油・原材

料の高騰
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第２期島根県未来投資促進基本計画概要 

・高度な機械金属加工技術等をもつ製造業の集積を活かし、成長性の高い新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を進 
 め、質の高い雇用を創出する。 
・豊富な観光資源や農林水産資源を活かした先進的な取組を支援することで、他の産業にも高い経済的波及効果をもたらし、地 
 域経済の好循環を図る。 

島根県全域 １件当たりの平均１.４億円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を計画期間に３０件創出し、これらの
事業が促進区域で１.２倍の波及効果を与え、促進区域で５０億円の付加価値を創出することを目指す。 
 

計画同意の日から「令和10年度末日」 

促進区域 経済的効果の目標 

計画期間 

計画のポイント 

・不動産取得税、固定資産税の減免措置の創設 
・情報処理の促進のための環境の整備、事業者からの事業環境整備の提案への対応 等 

制度・事業環境の整備 

（公財）しまね産業振興財団、島根大学、島根県立大学、松江工業高等専門学校、島根県立農林大学校、（公社）島根県観光連盟 等 

地域経済牽引支援機関 

【要件１：地域の特性を活用すること（①～⑩のいずれか）】 
 ①機械金属関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野                      
 ②電気・電子関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野 
 ③食品関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野  
 ④木材・住宅関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野    
 ⑤パルプ、繊維、エネルギー関連、資源循環関連製造業等の固有技術を活用した成長ものづくり分野 
 ⑥豊富な農林水産物を活用した農林水産・地域商社・流通分野【統合・新設】 
 ⑦情報関連産業の集積を活用したデジタル分野 
 ⑧「ご縁」と「美肌」をキーワードに、島根の魅力ある観光資源を活用した観光分野【統合】 
 ⑨医療・福祉関連製造業の固有技術や高齢者等の健康に関する情報を活用したヘルスケア分野  
 ⑩恵まれた自然環境やエネルギー賦課量を活用した環境・エネルギー分野【新設】 

【要件２：高い付加価値を創出すること】 
・付加価値増加分：３，９１３万円超 

【要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること】 
●売上げ：８％増加 ●取引額：８％増加 ●雇用者数：１１％もしくは５人増加 
●雇用者給与等支給額：１９％もしくは５百万円増加 

地域経済牽引事業の承認要件 

第２期島根県未来投資促進基本計画の概要 

 第2期島根県未来投資促進基本計画は、地域未来投資促進法（「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律」（平成19年法律第40号））に基づき、本県の特性・強みである「機械金属関連産業」、「電気・電子関連産
業」、「食品関連産業」、「木材・住宅関連産業」、「繊維・資源循環関連製造業等」、「農林水産・運輸産業」、「情報関
連産業」、「観光関連産業」「ヘルスケア関連産業」、「環境・エネルギー産業」分野において、成長性の高い新産業への参
入や生産性の向上による付加価値の創出を促し、地域経済への波及効果をもたらす取組を支援するものである。県、関係市町
村、学術機関、経済団体、産業支援機関が一体となり、推進していくための基本的な方向や方策を示している。 
 なお、本計画は、令和5年度に国が策定している「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針」が改正さ
れたことに加え、平成29年度に策定した、島根県未来投資促進基本計画（前計画）の計画期間が令和5年度末に終了したこと
から、第2期と位置づけ、策定したものである（令和6年4月1日国同意）。 

以前（H29～R5）の３つ計画（①成長ものづくりほか・②農林水産、③観光）を統合。国の基本的な方針の改正を踏まえ、県
が実施するＧＸ・ＤＸ促進支援等の制度・事業環境整備項目を追加。 
 

前計画との変更点 

【
国
】
基 

本 

方 

針 

【都道府県】基本計画 
〇主な内容 
・対象となる区域（促進区域） 
・経済的効果に対する目標 
・地域の特性を活用する分野 
・地域経済牽引事業の要件 
・事業環境整備の内容 

【民間事業者等】地域経済牽引事業計画 
 〇主な内容 
 ・事業の内容・実施期間 
 ・地域経済牽引事業の要件への適合性 
  ①地域の特性を活用する分野 
  ②付加価値創出額  
  ③地域の事業者に対する経済的効果 

県
が
承
認 

①税制による支援措置 
 国税（法人） 建物等・機械装置 特別償却 最大５０％ 又は 税額控除 最大５％ 
 県税     不動産取得税（土地、建物にかかるもの） 免除 
        固定資産税（構築物にかかるもの） 免除（３年間） 
 市町村税   固定資産税（土地、建物・付属設備にかかるもの） 免除又は不均一課税  
②金融による支援措置 
 金融機関等からの借入れの際に、通常の保証限度額とは別枠で、信用保証協会による保証を受けることができる  
③規制の特例措置 
 農地転用/市街地調整区域の開発許可等の手続きに関する配慮がある  

主な支援 

同 
 

意 
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